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①、②の
順に
はがす

②選挙の
お知らせ ①①入場券

有権者 Ａ 有権者 C

有権者 B 有権者 D

■
選
挙
日
程

○
投
票

日
時　
８
月
９
日
㈰ 

午
前
７
時
～

　
午
後
８
時

場
所　
各
投
票
所

○
開
票

日
時　
８
月
９
日
㈰ 

午
後
９
時
～

場
所　
シ
ル
ク
ド
ー
ム

■
投
票
で
き
る
人

　
次
の
要
件
に
当
て
は
ま
り
、
本

庄
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人

①
住
所
要
件

　
平
成
27
年
４
月
22
日
ま
で
に
本

庄
市
に
住
民
登
録
を
し
、
引
き
続

き
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

※
な
お
、
平
成
27
年
４
月
23
日
以

降
に
県
内
の
他
市
町
村
へ
転
出
し

た
人
で
、
本
庄
市
の
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
は
、
最
寄

り
の
市
町
村
で
発
行
す
る
『
引
き

続
き
県
内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の

証
明
書
』
又
は
『
住
民
票
の
写

し
』
を
提
示
す
れ
ば
本
庄
市
で
投

票
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
県
内
の

他
市
町
村
へ
転
出
後
、
さ
ら
に
他

市
町
村
へ
転
出
す
る
と
投
票
で
き

ま
せ
ん
。

②
国
籍
・
年
齢
要
件

　
平
成
７
年
８
月
10
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
日
本
国
籍
の
人

■
期
日
前
投
票

　
投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な

ど
で
投
票
所
に
行
け
な
い
場
合
は
、

投
票
日
の
前
に
投
票
が
で
き
ま
す
。

場
所
・
期
間

①
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

　
７
月
24
日
㈮
～
８
月
８
日
㈯

②
総
合
支
所
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー

　
ル
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
）

　
８
月
３
日
㈪
～
８
月
８
日
㈯

※
期
間
内
で
あ
れ
ば
①
②
ど
ち
ら

の
投
票
所
で
も
投
票
で
き
ま
す
。

時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８

　
時

※
投
票
所
入
場
券
の
裏
面
が
期
日

前
投
票
宣
誓
書
に
な
っ
て
い
ま
す
。

事
前
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

①
②
の
投
票
所
に
お
持
ち
い
た
だ

く
と
、
受
付
を
早
く
済
ま
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
選
挙
公
報

　
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見

な
ど
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、

告
示
日
以
後
、
新
聞
折
り
込
み
で

配
布
し
ま
す
。
市
役
所
や
総
合
支

所
、
各
公
民
館
な
ど
に
も
用
意
し

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
郵

送
を
希
望
す
る
人
は
、
選
挙
管
理

委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
選
挙
公
報
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
開
票
速
報

　
開
票
速
報
は
、
午
後
10
時
か
ら

開
票
が
確
定
す
る
ま
で
30
分
ご
と

に
行
い
、
シ
ル
ク
ド
ー
ム
に
掲
示

し
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
よ
る
開
票
速
報
も
行
い
ま
す
。

●第２投票所
　ＮＴＴ本庄支店　→　市民活動交流センター（はにぽんプラザ）
●第６投票所
　本庄東中学校体育館　→　本庄東中学校多目的室
●第22投票所
　児玉公民館　→　児玉小学校体育館

投票所が変わります

■投票所入場券を圧着はがきでお送りします

　投票所入場券は、告示日以後、各世帯主あてに圧
着はがきで郵送します。
　１枚のはがきに４人分の入場券が印刷されていま
す。世帯に有権者が５人以上いる場合は、はがきが
複数枚届きますのでご注意ください。入場券はミシ
ン目で切り離して各自投票所へお持ちください。
　紛失した場合は投票所で申し出てください。その
場で再発行し投票できます。

埼玉県知事選挙
　この選挙は、これからの県政のかじ取りを担う埼玉県知事
を選ぶ大事な選挙です。みなさんで投票しましょう。

告示日　　７月23日(木)

投開票日　８月９ 日(日) ★選挙管理委員会☎�１１８７

　
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
等

に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
（
平
成

27
年
度 

１
５
、
５
９
０
円
／
月)

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
が

免
除
と
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」

や
猶
予
と
な
る
「
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
７
月
１
日
㈬
か
ら
平
成
27
年
度

（
７
月
～
平
成
28
年
６
月
分
）
の

申
請
の
受
付
を
開
始
し
ま
す
の
で
、

制
度
を
利
用
し
た
い
人
は
忘
れ
ず

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
は
原
則
と
し
て
毎

年
度
必
要
で
す
が
、
昨
年
度
に
全

額
免
除
又
は
若
年
者
納
付
猶
予
の

承
認
（
失
業
等
に
よ
る
特
例
申
請

の
承
認
を
除
く
）
を
受
け
た
人
で
、

あ
ら
か
じ
め
翌
年
度
以
降
の
継
続

申
請
を
希
望
し
て
い
る
場
合
は
、

今
年
度
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
後
日
、
年
金
事
務
所
か
ら
郵

送
さ
れ
る
審
査
結
果
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
免
除
制
度

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
（
表
１
参

照
）
の
人
が
対
象
で
、
所
得
額
に

応
じ
て
「
全
額
」
「
４
分
の
３
」

「
半
額
」
「
４
分
の
１
」
の
い
ず

れ
か
の
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

◆
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
30
歳
未
満
で
、
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下(

表

１
参
照)

の
人
が
対
象
で
、
承
認

さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
、
保
険
料
を
後
払
い
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇
失
業
等
に
よ
る
特
例

　
通
常
の
申
請
で
は
、
所
得
審
査

対
象
者
全
員
の
前
年
所
得
が
そ
の

ま
ま
審
査
さ
れ
ま
す
が
、
失
業
等

を
理
由
と
し
た
申
請
（
＝
特
例
申

請
）
の
場
合
に
は
、
失
業
し
た
人

（
配
偶
者
・
世
帯
主
も
含
む
）
の

所
得
に
つ
い
て
は
審
査
の
対
象
か

ら
除
か
れ
ま
す
。

　
な
お
、
特
例
申
請
が
可
能
な
期

間
は
、
失
業
日
（
＝
退
職
日
の
翌

日
）
を
起
算
日
と
し
て
、
そ
の
前

月
か
ら
翌
々
年
の
６
月
ま
で
で
す
。

例
平
成
27
年
度
分
の
免
除
申
請
の

場
合
→
失
業
日
が
平
成
26
年
１
月

１
日
以
降
で
あ
れ
ば
特
例
申
請
が

可
能
で
す
。

申
請
場
所　
市
民
課
国
民
年
金
係

　
（
市
役
所
１
階
）、
市
民
福
祉
課

　
市
民
係
（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
）

持
参
す
る
も
の

①
年
金
手
帳
又
は
基
礎
年
金
番
号

　
の
わ
か
る
も
の

②
印
鑑

③
特
例
申
請
を
す
る
人
は
、
失
業

　
し
た
こ
と
が
わ
か
る
「
雇
用
保

　

険
受
給
資
格
者
証
」「
雇
用
保

　

険
被
保
険
者
離
職
票
」「
退
職

　
辞
令（
公
務
員
）」等
の
コ
ピ
ー

申
請
は
お
早
め
に

　

｢

免
除｣

「
若
年
者
納
付
猶
予
」

は
、
い
ず
れ
も
申
請
時
点
か
ら
２

年
１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請
で

き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ
て
保
険

料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

障
害
や
死
亡
等
の
万
一
の
際
に
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
ら

れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

表１　免除等の所得基準額（所得審査対象者全員の前年所得が下記の計算式で計算した金額以下であること）

所得基準額
全額免除・若年者納付猶予 　（扶養親族等の数＋１）× 35 万円＋ 22 万円
４分の３免除 78 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
半額免除 118 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
４分の１免除 158 万円＋（扶養親族等の数× 38 万円※）＋社会保険料控除額等
※扶養親族等が、老人控除対象配偶者及び老人扶養親族（70 歳以上）の場合は 48 万円、特定扶養親族（19 歳〜 23 歳未満）
　及び 16 歳から 19 歳未満までの扶養親族の場合は 63 万円。

表２　免除等と将来の年金受給との関係
老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金

受給資格期間 年金額 受給資格期間
全額免除

算入される

８分の４が反映

算入される
４分の３免除 ８分の５が反映
半額免除 ８分の６が反映
４分の１免除 ８分の７が反映
若年者納付猶予・学生納付特例 反映されない
未納 算入されない 反映されない 算入されない

※免除等を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること（＝追納）ができ、追納すると将来受け取る年
　金額は減少しません。

★
市
民
課
☎
㉕
１
１
１
４
、
市
民
福
祉
課
☎
煢
１
３
３
３
、

　
熊
谷
年
金
事
務
所
☎
０
４
８
︱
５
２
２
︱
５
０
１
２

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
・
・
・

７
月
か
ら
「
免
除
」「
若
年
者
納
付
猶
予
」
申
請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

申　
請　
方　
法


